
 

令和 5 年度 歯科 愛媛県の個別指導結果 
 

 

 

 

 

 

 

個別指導  6 件  概ね妥当 0 件 経過観察 5 件 再指導 1 件 

新規個別指導 7 件  概ね妥当 5 件 経過観察 1 件 再指導 1 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 7 月    愛媛県保険医協会 

 

 

 

四国厚生支局に対して情報開示を行い、入手した個別指導結果通知をもとに、令和 5 年

度に実施された保険医療機関（歯科）個別指導・新規個別指導において、改善を求められ

た指摘事項を協会が、独自にまとめました。 



 

・ 

  



個別指導指摘事項 

1. 診療録 

（1） レセプトコンピユータ等 OA 機器により作成した診療録の記載方法、記載内容に次の例が認め

られたので、適切に診療録を作成すること。 

① 手書きで加筆する場合に、加筆に必要な空行を設けず、印字横の空欄に記載している。 

② 口腔内装置の所定点数に含まれ別に算定できない場合においても、咬合採得を行った際

には診療録に記載すること。 

（2） 診療録の記載方法、記載内容に次の例が認められたので、適切に記載すること。 

① 診療行為の手順と異なった記載がある。 

② 追記した者及び日時が不明である。 

③ 訂正した時間が不明である。 

④ 訂正又は追記した者及び日時が不明である。 

（3） 診療録第 1 面(療担規則様式第一号(二)の 1)の記載内容に次の例が認められたので、必要な事

項を適切に記載すること。 

① 傷病名に P、C、Pul 及び Per の略称を使用しており、病態に係る記載がない。 

② 傷病名について、1 回目の歯周病検査を実施せずに P と診断しているものが見られたが、

確定診断は客観的な検査等に基づいて行うものであることに留意すること。 

③ 転帰について記載がない。 

2. 歯科技工指示書 

（1） 歯科技工指示書に記載すべき次の内容に不備が認められたので、必要な事項を適切に記載す

ること。 

① 使用材料  

② 発行した歯科医師の氏名 

（2） 診療録と関係書類(歯科技工指示書及び納品書)において、歯科技工物の製作内容について

一致しない例が認められたので、保険医療機関及び保険医により、十分に照合・確認すること。 

3. 医学管理 

（1） 1 回目の歯科疾患管理料の管理計画において、診療録に記載すべき内容について、記載の不

十分な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 基本状況(基礎疾患の有無) 

② 治療方針の概要等 

（2） 2 回目以降の歯科疾患管理料を算定した月に診療録に記載すべき内容について、記載の不十

分な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 管理に係る要点 

（3） 算定要件を満たしていない歯科疾患管理料に係る長期管理加算を算定している次の例が認め

られたので改めること 

① 当該管理加算を初めて算定する場合に、患者の治療経過及び口腔の状態を踏まえた今後

の口腔管理に当たって特に留意すべき事項についてその要点を診療録に記載していな

い。 
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（4） 歯科衛生実地指導料に係る情報提供文書に記載すべき内容について、記載の不十分な例が

認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 指導の実施時刻(開始時刻及び終了時刻) 

（5） 歯科疾患管理料に係る長期管理加算を初めて算定する場合に、診療録に記載すべき患者の

治療経過及び口腔の状態を踏まえた今後の口腔管理に当たって特に留意すべき事項の要点

について、記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。 

（6） 歯科疾患管理料に係る文書提供加算に係る提供文書に記載すべき内容について、記載の不

十分な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 治療方針の概要等 

（7） 歯科疾患管理料の長期管理加算を初めて算定する場合に、診療録に記載すべき内容につい

て、記載の不十分な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載

すること。 

① 患者の治療経過及び口腔の状態を踏まえた今後の口腔管理に当たって特に留意すべき事

項の要点。 

（8） 新製有床義歯管理料に係る情報提供文書に記載すべき内容(欠損の状態)について、記載の不

十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。 

（9） 診療情報提供料(1)について、治療の可否に関する問い合わせを行った場合に、算定できない

診療情報提供料(1)を算定している例が認められたので改めること。 

（10） 薬剤情報提供料に係る情報提供文書に記載すべき内容(相互作用)について、記載の不十分な

例が認められたので、適切に記載すること。 

4. 画像診断 

（1） 算定要件を満たしていない顎関節規格エックス線撮影を算定している次の例が認められたので

改めること。 

① 症状の変化を摘記したトレーシングペーパーを診療録に添付していない。 

② 歯科エックス線撮影を行った場合に、診療録に記載している写真診断に係る必要な所見が

実態と異なっている。 

（2） 診断料について、歯科エックス線撮影及び歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、診療録に記

載すべき写真診断に係る必要な所見について、記載の不十分な例が認められたので個々の症

例に応じて適切に記載すること。 

（3） 診断料について、歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、診療録に記載すべき内容について、

記載の不十分な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載する

こと 

① 写真診断に係る必要な所見 

（4） 診断料の歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、診療録に記載すべき写真診断に係る必要な

所見について、記載の不十分な例が認められたので個々の症例に応じて適切に記載すること。 

（5） 必要性の認められない歯科パノラマ断層撮影を行っている例が認められたので改めること。 

5. 歯周治療 

（1） 重度の歯周病で長期の治療期間が予測される歯周病の患者に該当していない場合に、算定で

きない歯周治療用装置を算定している例が認められたので改めること。 
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（2） 歯周病安定期治療に係る管理計画書に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認め

られたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 歯周病安定期治療の治療方針 

6. 手術 

（1） 抜歯手術について、歯根肥大、骨の癒着歯、歯根響曲等に対する骨の開さく又は歯根分離術

等に該当していない場合に、算定できない難抜歯加算を算定している例が認められたので改め

ること。 

（2） 歯周外科手術(歯肉剥離掻爬手術)における手術内容について、診療録への記載が不十分な

例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。 

7. 麻酔 

（1） 浸潤麻酔における麻酔薬剤の使用量について、診療録に記載していない例が認められたの

で、個々の症例に応じて適切に記載すること。 

8. 処置 

（1） 2 回目以降の歯周病重症化予防治療において、継続的な管理を行うに当たっては、必要に応

じて歯周病検査を行い症状が安定していることを確認すること。 

（2） 顎関節症に対して、口腔内装置を用いた治療を行っている場合における症状、所見等につい

て診療録への記載が不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。 

（3） 口腔内装置の製作方法と使用材料名について、診療録に記載していない例が認められたので

適切に記載すること。 

（4） 算定要件を満たしていない加圧根管充填処置を算定している次の例が認められたので改めるこ

と。 

① 根管充填後に歯科エックス線撮影又は歯科部分パノラマ断層撮影により根管充填の状態

を確認していない。 

（5） 算定要件を満たしていない加圧根管充填処置を算定している次の例が認められたので改めるこ

と。 

① 複数の根管を有する歯において、一部の根管で緊密な根管充填を行っていない。 

② 根管充填後に撮影した歯科用エックス線画像が根管充填の確認に利用できない。 

（6） 支台築造用の既製ポスト又は金属小釘を除去した場合に、算定できない歯冠修復物又は補綴

物の除去 13 著しく困難なもの」を算定している例が認められたので改めること。 

（7） 歯ぎしりに対して、口腔内装置を用いた治療を行っている場合における症状及び所見につい

て、診療録への記載が不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載するこ

と。 

（8） 歯周病安定期治療に係る管理計画書に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認め

られたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 歯周病安定期治療の治療方針 

9. 検査 

（1） 臨床所見、画像診断所見等から判断して、歯周基本検査の歯の動揺度検査の結果に不備のあ

る例が認められたので、検査手技の改善を図り的確に実施すること。 

10. リハビリテーション 
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（1） 算定要件を満たしていない歯科口腔リハビリテーション料 1「有床義歯の場合」を算定している

次の例が認められたので改めること。 

① 調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載していない。 

11. 歯冠修復及び欠損補綴 

（1） 残根上義歯の製作に当たっては、当該残根歯に対して適切な歯内療法及び根面被覆を行うこ

と。 

（2） 補綴時診断料について、補綴治療を開始した後日に算定している例が見られたので改めるこ

と。 

（3） 補綴時診断料の診療録に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認められたので、次

の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 設計等の要点 

（4） 有床義歯について、高齢者で根管が閉鎖して歯内療法が困難な場合等、やむを得ず残根歯に

対して、歯内療法及び根面被覆が完了できなかった場合に義歯を製作した際に、その理由に

ついて、診療録への記載が不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載す

ること。 

（5） 有床義歯について、算定できない暫間義歯に係る一連の費用を算定している例が認められた

ので改めること。 

（6） 有床義歯について、補強線を鋳造バーとして誤って算定している例が認められたので改めるこ

と。 

（7） 有床義歯の鉤の種類について、鋳造用コバルトクロム合金を使用したコンビネーション鉤を鋳造

用コバルトクロム合金を使用した鋳造鉤 12 二腕鉤として、また鋳造用コバルトクロム合金を使用

したコンビネーション鉤を不銹鋼及び特殊鋼を用いた線鉤 12 二腕鉤(レストつき)として誤って

算定している例が認められたので改めること。 

（8） 有床義歯修理の歯科技工加算に係る診療録に記載すべき内容について、記載の不十分な例

が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 預かり日 

（9） 有床義歯修理の診療録に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認められたので、修

理内容の要点について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

12. 保険外診療 

（1） 保険外診療として実施すべきインプラント治療中の場合に、保険診療として誤って暫間義歯に

係る一連の費用を算定している例が認められたので改めること。 

13. 自主返還に関する事項 

（1） 歯周治療用装置(11 冠形態のもの(1 歯につき)) に係る費用。 

（2） 誤って算定した暫間義歯に係る一連の費用(装着されていたブリッジの除去、抜歯手術(浸潤麻

酔に使用した麻酔薬剤料を含む。)及び歯科口腔リハビリテーション料 1 「1 有床義歯の場合」

に係る費用も含む。) 

（3） 誤って算定した有床義歯の鋳造バーに係る費用 

（4） 根管充填後に撮影した歯科用エックス線画像が根管充填の確認、に利用できなかった加圧根

管充填処置 
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（5） 算定できない診療情報提供料(1)に係る費用 

（6） 算定できない難抜歯加算 

（7） 算定要件を満たしていない加圧根管充填処置に係る費用 

（8） 算定要件を満たしていない画像診断における診断料 

（9） 算定要件を満たしていない顎関節規格エックス線撮影に係る費用(撮影料、診断料及び電子画

像管理加算) 

（10） 算定要件を満たしていない歯科口腔リハビリテーション料 1「有床義歯の場合」 

（11） 算定要件を満たしていない歯科疾患管理料に係る長期管理加算 

（12） 算定要件を満たしていない歯冠修復物文は補綴物の除去(著しく困難なもの)に係る費用(1 著し

く困難なもの」と「困難なもの」との差額) 

（13） 必要性の認められない歯科パノラマ断層撮影に係る費用(撮影料、診断料及び電子画像管理

加算) 

（14） 複数の根管を有する歯において、一部の根管で緊密な根管充填を行っていない加圧根管充填

処置（「3 3 根管以上」と「1 単根管」との差額) 
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新規個別指導指摘事項 

1. 診療録 

（1） 診療録の記載方法、記載内容に次の例が認められたので、適切に記載すること。 

① 口腔内装置の所定点数に含まれ別に算定できない場合においても、咬合採得を行った際

には診療録に記載すること。 

② 実際に行った診療行為(口腔内装置 2 に係る咬合関係の付与)は、算定できない場合にお

いても、記載すること。 

③ 訂正又は追記した者及び日時が不明である。 

④ 実際に行った診療行為は、算定できない場合であっても、記載すること。 

（2） 診療録第 2 面(療担規則様式第一号(二)の 2)の記載内容に次の例が認められたので、必要な

事項を適切に記載すること。 

① 診療方針について記載が不十分である。 

（3） レセプトコンピュータ等 OA 機器により作成した診療録の記載方法、記載内容に次の例が認め

られたので、適切に診療録を作成すること 

① 手書きで加筆する場合に、加筆に必要な空行を設けず、印字横の空欄に記載している。 

② 診療を行った保険医が押印のみで記名を行っていない。 

2. 医学管理等 

（1） 1 回目の歯科疾患管理料の管理計画において、診療録に記載すべき内容について、記載の不

十分な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 治療方針の概要等 

（2） 2 回目以降の歯科疾患管理料を算定した月に診療録に記載すべき管理に係る要点について、

画一的に記載している又は記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に

記載すること。 

（3） 2 回目以降の歯科疾患管理料を算定した月に診療録に記載すべき内容について、記載の不十

分な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 管理に係る要点 

（4） 歯科衛生実地指導料に係る情報提供文書に記載すべき実地指導を行った時間について、歯

科衛生士の業務記録に記載されている時間と相違している例が認められたので、実態に沿った

適切な実施時刻(開始時刻及び終了時刻)を記載すること。 

（5） 歯科疾患管理料に係る 1 回目の管理計画において、診療録に記載すべき内容について、記載

の不十分な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 治療方針の概要等 

（6） 歯科疾患管理料の文書提供加算に係る提供文書に記載すべき内容について、記載の不十分

な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 治療方針の概要等(治療の予定等) 

（7） 歯科疾患管理料の文書提供加算に係る提供文書に記載すべき内容について、記載の不十分

な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 口腔の状態(口腔内の状況、歯や歯肉の状態等) 
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② 治療方針の概要等(治療の予定等) 

（8） 薬剤情報提供料に係る情報提供文書に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認め

られたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 副作用 

② 相互作用 

3. 歯周治療 

（1） 歯周病安定期治療に係る管理計画書に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認め

られたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 歯周病安定期治療の治療方針 

4. 処置 

（1） 加圧根管充填処置について、算定要件を満たしていない加圧根管充填処置を算定している次

の例が認められたので改めること。 

① 複数の根管を有する歯において、一部の根管で緊密な根管充填を行っていない。 

（2） 口腔内装置 2 を製作する際に、口腔内装置の所定点数に含まれ別に算定できない咬合採得の

費用を算定している例が認められたので改めること。 

（3） 口腔内装置の製作方法について、診療録への記載が不十分な例が認められたので、適切に記

載すること。 

（4） 算定要件を満たしていない加圧根管充填処置を算定している次の例が認められたので改めるこ

と 

① 根管充填後に歯科エックス線撮影又は歯科部分パノラマ断層撮影により根管充填の状態を

確認していない。 

（5） 算定要件を満たしていない歯周病安定期治療を算定している次の例が認められたので改めるこ

と。 

① 歯周病安定期治療の開始に当たって、歯周病検査の結果の要点や当該治療方針等につ

いての管理計画書を作成していない。 

（6） 歯冠修復物又は補綴物の除去について、メタルコアであって歯根の 3 分の 1 以上のポストを有

するものに該当していない場合に、算定できない歯冠修復物又は補綴物の除去「3 著しく困難

なもの」を算定している例が認められたので改めること。 

（7） 歯周病安定期治療に係る管理計画書に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認め

られたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 歯周病安定期治療の治療方針 

② 歯周病重症化予防治療の治療方針 

（8） 歯周病重症化予防治療に係る歯周ポケットが 4 ミリメートル未満で部分的な歯肉の炎症又はプ

ロービング時の出血が認められる状態のものに該当していない場合に、算定できない歯周病重

症化予防治療を算定している例が認められたので改めること。 

5. 歯科技工指示書 

（1） 診療録と関係書類(歯科技工指示書及び納品書)において、歯科技工物の製作内容及び材料

について一致しない例が認められたので、保険医療機関及び保険医により十分に照合・確認す

ること。 
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6. 処置 

（1） 算定要件を満たしていない加圧根管充填処置を算定している次の例が認められたので改めるこ

と。 

① 緊密な根管充填を行っていない。 

7. 手術 

（1） 口腔内消炎手術について、同一病巣に対する口腔内消炎手術を同時に 2 以上実施した場合

に、算定できない主たる手術以外の手術に係る費用を算定している例が認められたので改める

こと。 

（2） 口腔内消炎手術に係る診療録に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認められたの

で、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 症状 

（3） 骨性の完全埋伏歯又は歯冠部が 3 分の 2 以上の骨性埋伏である水平埋伏智歯に該当してい

ない場合に、算定できない抜歯手術「4 埋伏歯」を算定している例が認められたので改めること。 

（4） 歯科疾患在宅療養管理料に係る管理計画に記載すべき内容について記載の不十分な例が認

められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載するとと。 

① 管理方法の概要 

（5） 歯科訪問診療料 2 に係る提供文書に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認められ

たので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 訪問診療を行った歯科医師の氏名 

（6） 歯根嚢胞の大きさが歯冠大に満たない場合に、算定できない歯根嚢胞摘出手術(「1 歯冠大の

もの」) を算定している例が認められたので改めること。 

（7） 歯根肥大、骨の癒着歯、歯根彎曲等に対する骨の開さく又は歯根分離術等に該当していない

場合に、算定できない難抜歯加算を算定している例が認められたので改めること。 

（8） 抜歯手術について、歯根肥大、骨の癒着歯、歯根彎曲等に対する骨の開さく又は歯根分離術

等に該当していない場合に、算定できない難抜歯加算を算定している例が認められたので改め

ること。 

8. 麻酔 

（1） 麻酔の費用を算定できない場合においても、麻酔を行った際には、麻酔方法、麻酔薬剤の名称

及び使用量を診療録に記載すること。 

9. 検査 

（1） 算定要件を満たしていない顎運動関連検査(ゴシックアーチ描記法)を算定している次の例が認

められたので改めること。 

① 検査結果を診療録に記載又は検査結果が分かる記録を診療録に添付していない。 

（2） 歯周基本検査について、歯周病の急性症状を呈する患者に対して歯周基本検査を算定してい

る不適切な例が認められたので改めること。 

10. 画像診断 

（1） 診断料の歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、診療録に記載すべき写真診断に係る必要な

所見について、記載の不十分な例が認められたので個々の症例に応じて適切に記載すること。 

（2） 歯周病の診断に際して、歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影又は歯科部分パノラマ断
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層撮影等、各種撮影方法を比較考慮した内容に関して診療録への記載がなく、歯科パノラマ断

層撮影を第一選択とした理由が確認できない例が認められたので記載内容の充実を図ること。 

11. リハビリテーション 

（1） 歯科口腔リハビリテーション料 1「1 有床義歯の場合」を算定している場合に、診療録に記載す

べき調整部位又は指導内容等の要点について、記載の不十分な例が認められたので、個々の

症例に応じて適切に記載すること。 

12. 歯冠修復及び欠損補綴 

（1） 補強線を鋳造バーとして誤って算定している例が認められたので改めること。 

（2） 補綴時診断料に係る診療録に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認められたので

次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。 

① 欠損補綴物の設計等の要点 

（3） 有床義歯について、高齢者で根管が閉鎖して歯内療法が困難な場合等、やむを得ず残根歯に

対して、歯内療法及び根面被覆が完了できなかった場合に義歯を製作した際に、その理由に

ついて、診療録に記載していない例が認められたので個々の症例に応じて適切に記載すること 

（4） 有床義歯のコンビネーション鉤の個数及び保険医療材料について、「1 鋳造鉤又はレストに鋳

造用コバルトクロム合金、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合(犬歯・小臼歯)」 5 個を「1 鋳

造鉤又はレストに金銀パラジウム合金(金 12%以上)、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合(犬

歯・小臼歯)」 6 個として誤って算定している例が認められたので改めること。 

13. 届出事項 

（1） 次の届出事項について、変更が認められたので速やかに四国厚生支局愛媛事務所あてに届け

出ること。 

① 保険医の異動 

② 標榜診療時間の変更 

14. 掲示事項 

（1） 保険医療機関の掲示事項に不備が認められたので、速やかに適切な掲示をすること。 

① 次の施設基準に係る事項の届出をしていないにもかかわらず誤って掲示している。 

(ア) 有床義歯咀嚼機能検査<1 のイ、1 のロ及び咀嚼能力検査、2 のイ、2 のロ及び咬合圧

検査) 

② 次の施設基準に係る事項の掲示をしていない。 

(ア) 歯根端切除手術の注 3 

（2） 保険医療機関の掲示事項に不備が認められたので、速やかに適切な掲示をすること。 

① 次の施設基準に係る事項の届出をしていないにもかかわらず誤って掲示している。 

(ア) 歯科診療特別対応連携加算 

15. 診療報酬請求 

（1） 診療録と診療報酬明細書において、診療内容について一致しない例が認められたので、保険医

療機関及び保険医により十分に照合・確認を行い適切に記載すること。 

16. 自主返還に関する事項 

（1） 誤って算定したコンビネーション鉤に係る費用(「1 銹造銹鋼又はレストに金銀パラジウム合金(金

12%以上)、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合(犬歯・小臼歯)J 6 個と「1 鋳造鉤又はレスト
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に鋳造用コバルトクロム合金、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合(犬歯・小臼歯)」 5 個と

の差額) 

（2） 誤って算定したバー<1 鋳造バーの(2) 鋳造用コバルトクロム合金)に係る費用 

（3） 口腔内装置 2 の所定点数に含まれ別に算定できない咬合採得の「2 のロの(2) 多数歯欠損」に

係る費用 

（4） 算定できない歯冠修復物又は補綴物の除去「3 著しく困難なもの」に係る費用（「3 著しく困難な

もの」 と「2 困難なもの」との差額) 

（5） 算定できない歯周病重症化予防治療に係る費用 

（6） 算定できない難抜歯加算 

（7） 算定できない抜歯手術「4 埋伏歯」に係る費用(「4 埋伏歯」と「3 臼歯」との差額)及びその加算 

（8） 算定要件を満たしていない加圧根管充填処置 

（9） 算定要件を満たしていない顎運動関連検査(ゴシックアーチ描記法) 

（10） 算定要件を満たしていない歯周病安定期治療に係る費用 

（11） 算定要件を満たしていない歯周病重症化予防治療に係る費用 

（12） 算定要件を満たしていない抜歯手術 13 臼歯」に係る難抜歯加算 

（13） 歯根嚢胞の大きさが歯冠大に満たない場合に、算定できない歯根嚢胞摘出手術「1 歯冠大のも

の(歯根嚢胞摘出手術 1)歯冠大のもの」と抜歯手術「3 臼歯」との差額) 

（14） 歯周病の急性症状を呈する患者に対して算定している歯周基本検査に係る費用 

（15） 同一病巣に対する口腔内消炎手術「2 歯肉膿療等」を同時に 2 以上実施した場合に、算定でき

ない主たる手術以外の手術に係る費用 

（16） 複数の根管を有する歯において、一部の根管で緊密な根管充填を行っていない加圧根管充填

処置に係る費用(「3 3 根管以上」と「2 2 根管」との差額) 
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